
3 交渉・契約 

4 作業実施・報告・請求 

5 確認・支払 

～ 農地の草刈り 困っていませんか？ ～ 

 

尾道市 草刈りマッチング事業 
 

尾道市農業委員会では、「高齢で農地の管理に手が回らない」「遠方に居住しているので現地まで行

けない」など農地の草刈り作業に困っている人と草刈り作業の実施が可能な人を登録して、お互い

の意向をマッチングします。 

 

要件 

□ 草刈り作業を依頼できるのは、尾道市内の農地（田・畑）です。 

□ 草刈り作業を受けることができるのは、尾道市内に住所・事業所がある個人または事業者です。 

（刈払い機の安全衛生教育を受けることが必要です。） 

内容 

□ 草刈り作業の依頼、請負の双方の情報を登録していただきます。 

□ 情報の登録後、尾道市農業委員会、市ホームページで公開します。 

□ マッチングのための情報をお伝えします。 

（個人情報は、依頼者、請負者双方にお伝えします。） 

□ マッチングのご希望に添えない場合もあります。 

□ 作業料金・作業内容・作業時期などは、双方で決めていただきます。 

 

《 マッチングの流れ 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

尾道市農業委員会事務局 

 〒722-8501 広島県尾道市久保一丁目 15 番 1 号 

 TEL:0848-38-9491 FAX:0848-37-2377 

 E-mail noui@city.onomichi.hiroshima.jp 

 

お気軽に 

ご相談ください。 

委託者 

（農地所有者） 受託者 

農業委員会 

TEL:0848-38-9491
mailto:noui@city.onomichi.hiroshima.jp

